
動物愛護啓発用パネル 

 

 

Ｋ１（環境省作成：法律概要）        Ｋ２（環境省作成：全国の処分等状況） 

    
 

Ｋ３（環境省作成：飼い主責任）       Ｋ４（環境省作成：猫の室内飼養） 

    
 



Ｋ５（鳥取県の収容・処分状況）       Ｋ６（犬の鑑札、注射済票デザイン一覧） 

   
 

Ｋ７（イマドキの猫飼いマナー）        Ｋ８（餌をやる方へ） 

  



Ｋ９（家族に迎えるのなら）         Ｋ１０（環境省作成：備えようペットの災害対策） 

    



県に保護収容された犬猫たち 

 
１ 犬管理所内              ２ 学校敷地内に迷い込み、保護 

(飼い主は現れませんでした) 

          
 
３ （2 と同じ犬）             ４飼い主の病気入院のため引取り 

       
 
５水路に転落していたところを保護      ６放浪していたところを保護 

(飼い主は現れませんでした)         (飼い主は現れませんでした) 

       
 
 
 
 
 
 



 
 
７放浪していたところを保護        ８山中でイノシシ用箱罠にかかっていたところ 
 (飼い主は現れませんでした)        を保護(飼い主は現れませんでした)  

    
 
９放浪していたところを保護         10 飼い主の病気入院のため引取り 
 (飼い主は現れませんでした) 

    
 
11 2 か月近く港で目撃され捕獲依頼     12 交通事故死亡により収容 
  あり 捕獲檻で収容  

         
 



 
13所有者不明で引取り           14ネズミ捕り粘着シートにかかり衰弱していたと

ころを保護  

       
 
 
15 譲渡を待つ成猫             16 春や秋は所有者不明の子猫の引取依頼が多い 

（写真の子猫たちは 2～3 週齢程度 山道に捨て
られていたところを拾得者から引取り） 

        
 
17 子猫は健康状態が悪いものも多い     18 収容子猫のうち８～9 割は離乳していない 

(写真の子猫は猫風邪の症状)        （写真の子猫は 1 週齢程度、目が開いたばかり）  

    
 



19 譲渡を待つ子猫１            20 譲渡を待つ子猫 2 

    
 
21 ネズミ捕り粘着シートの猫は衰弱が    22 傷病(衰弱)で保護、拾得者から引取り、 

激しく麻酔薬で殺処分           当日死亡 

    
 
 
23 殺処分は麻酔薬の過量投与により実施   24 犬管理所敷地内慰霊碑（職員有志で慰霊祭） 

    
 



25 犬管理所内（位牌）           26 犬管理所内(犬房を猫用に改造)  

           
 
27 犬管理所内(犬の場合は散歩をします)    28 やむを得ず殺処分した動物は火葬をお願いし

ます 

          
 

29 火葬                   30 遺骨 

    
 

 


